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こ
れ
を
見
る
と
、
大
き
な
被
害
を
出
し
た
災

害
は
1
9
9
0
年
頃
ま
で
は
火
災
に
シ
フ
ト
し
て

い
ま
し
た
が
、
2
0
0
0
年
頃
以
降
は
地
震
に

シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
状
況
と
並
行
し
て
、
国
際
情
勢
・
テ

ロ
等
に
属
す
る一連
の
出
来
事
と
消
防
庁
に
関
係

す
る
国
全
体
の
体
制
整
備
が
進
行
し
ま
し
た（
表

の
右
端
の
欄
の
●
）。
1
9
9
1
年
の
ソ
連
邦
崩

壊
と
東
西
冷
戦
構
造
の
終
結
に
よ
り
、
世
界
は

平
和
に
向
か
う
と
期
待
さ
れ
た
の
で
す
が
、
か

え
っ
て
、
冷
戦
構
造
に
よ
り
封
じ
込
め
ら
れ
て
い

た
宗
教
間・民
族
間
の
対
立
の
表
面
化
、
対
抗
馬

の
な
く
な
っ
た
む
き
出
し
の
資
本
主
義
に
よ
る
貧

富
の
格
差
の
急
拡
大
、
中
国
・
北
朝
鮮
に
係
る
東

ア
ジ
ア
情
勢
の
不
安
定
化
な
ど
に
よ
り
、
戦
争
・

侵
略
・
テ
ロ
等
の
脅
威
が
、
日
本
に
と
っ
て
も
他

の
50
年
間
に
発
生
し
た
、
大
き
な
被
害（
注
参

照
）を
出
し
た
火
災
・
地
震
・
風
水
害
を
消
防
白

書
か
ら
抜
き
出
し
、
国
際
情
勢
・テ
ロ
等
と
日
本

や
消
防
庁
の
対
応
を
対
比
さ
せ
て
整
理
し
て
み

ま
し
た
。

災
害
の
中
心
が
火
災
か
ら
他
の
災
害
に
シ
フ

ト
し
て
い
る
傾
向
を
見
る
た
め
に
、
昭
和
45
年

（
1
9
7
0
）か
ら
令
和
元（
2
0
1
9
）年
ま
で

火
災
以
外
の
災
害
と
消
防

予防塾選講
〜第61回〜

昭
和
の
時
代
ま
で
、
災
害
の
代
表
的
な
も
の
は

火
災
で
し
た
が
、
平
成
7（
1
9
9
5
）年
の
阪

神
・
淡
路
大
震
災
頃
か
ら
様
子
が
変
わ
り
、
地
震

や
風
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
、
テ
ロ
な
ど
の
人
為

的
災
害
の
比
重
が
増
え
、
そ
れ
に
伴
っ
て
防
火
管

理
者
制
度
の
枠
組
み
が
防
災
管
理
に
ま
で
広
が
り

ま
し
た
。

表　大きな被害を出した火災・地震・
　　風水害と国際情勢等（1970-2019）
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ま
た
、
第
4
項
で
は
、
消
防
法
第
8
条
の
2

の
2
関
係
の
防
火
対
象
物
の
点
検
及
び
報
告
に

つ
い
て
は
、「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」と
こ

れ
に
相
当
す
る「
防
災
管
理
点
検
資
格
者
」が
そ

れ
ぞ
れ
所
定
の
点
検
・
報
告
を
お
こ
な
い
、
そ
の

結
果
が
両
方
の
点
検
基
準
に
適
合
し
て
い
る
場

合
に
限
っ
て「
防
火
基
準
点
検
済
証
」に
よ
る
表

示
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。

第
5
項
で
は
、
そ
の
特
例（
消
防
法
第
8
条
の

2
の
3
関
係
）に
つ
い
て
も
同
様
に
、
防
火
管
理

関
係
と
防
災
管
理
関
係
の
両
方
の
認
定
を
受
け

た
場
合
に
限
っ
て「
防
火
優
良
認
定
証
」に
よ
る

表
示
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。

第
6
項
は
、
消
防
法
第
8
条
の
2
の
2
第
3

項
・
第
4
項
の
紛
ら
わ
し
い
表
示
の
禁
止
規
定
を

準
用
す
る
と
し
た
規
定
で
す
。

第
7
項
は
、
自
衛
消
防
組
織
の
制
度
と
防
災

管
理
者
制
度
を
調
整
す
る
規
定
で
す
。
消
防
法

第
8
条
の
2
の
5
第
1
項
の
自
衛
消
防
組
織
が

設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
防
災
管
理
に
か

か
る
別
の
自
衛
消
防
組
織
を
作
る
こ
と
な
く
、

当
該
自
衛
消
防
組
織
が
防
災
管
理
者
制
度
に
係

る「
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
被
害
の
軽
減
の
た
め

に
必
要
な
業
務
を
行
う
」も
の
と
し
て
い
ま
す
。

消
防
法
第
8
条
の
2
の
5
は
第
1
項
の
準
用
規

定
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
が
、
結
局
、
こ
こ
で
調

整
を
と
って
い
る
わ
け
で
す
。

防
災
管
理
を
要
す
る
災
害
は
、
消
防
法
施
行

令（
以
下「
令
」）第
45
条
に
、
地
震（
第
1
号
）と

N
B
C
R
に
係
る
災
害（
第
2
号
及
び
消
防
法

施
行
規
則
第
51
条
の
3
）が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。防

災
管
理
を
要
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作

物
は
令
第
46
条
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
自
衛
消

防
組
織
の
設
置
を
要
す
る
防
火
対
象
物（
令
第

4
条
の
2
の
4
）と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

11
階
建
て
以
上
で
延
べ
面
積
が
1
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
な
ど
、
相
当
大
規
模
な
も
の

で
す
。

防
災
管
理
を
要
す
る
災
害
に
風
水
害
が
入
っ

て
い
な
い
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す
が
、

防
災
管
理
の
対
象
が
相
当
大
規
模
な
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
風
水
害
の
際
に
避
難
等
の

必
要
が
あ
ま
り
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
先
日
の
球
磨
川
氾
濫
時
の

防
災
管
理
を
要
す
る
災
害
と
防
災
管
理
を

要
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
被
害
を
見
た
り
、
浸

水
危
険
地
域
に
あ
る
地
下
街
の
こ
と
を
考
え
た

り
す
る
と
、
令
第
45
条
に
指
定
さ
れ
て
い
な
く

て
も
、
風
水
害
を
地
震
等
と
同
様
に
考
え
て
お

く
べ
き
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
防
災
管
理
者
制
度

は
、
防
火
管
理
者
制
度
を
準
用
し
つ
つ
組
み
立

て
た
制
度
で
す
が
、
相
似
形
の
制
度
を
も
う一つ

作
る
と
い
う
仕
立
て
方
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
実

際
に
は
密
接
不
可
分
に
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
、
何
と
も
不
思
議
な
つ
く
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
わ
か
り
に
く
い
制

度
に
な
っ
た
の
に
は
、
何
か
法
制
上
の
理
由
が
あ

る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
務
的
に
は
、
防

火
管
理
者
制
度
の
守
備
範
囲
を「
火
災
そ
の
他
の

災
害
の
被
害
の
軽
減
の
た
め
に
必
要
な
業
務
」に

拡
大
す
る
だ
け
に
し
た
方
が
、
わ
か
り
や
す
く

運
用
上
も
円
滑
に
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

て
な
り
ま
せ
ん
。

注
）�大
き
な
被
害
を
出
し
た
災
害
と
し
て
、
火
災
は「
昭
和
21
年
以
降
の

大
火
記
録
」（
大
地
震
起
因
の
も
の
を
除
く
）及
び「
用
途
別
の
主
な

火
災
事
例
」記
載
の
も
の
、
地
震
は「
関
東
地
震
以
降
の
主
な
地
震

災
害
」記
載
の
も
の
、
風
水
害
は「
昭
和
23
年
以
降
の
主
な
風
水
害

等（
死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
合
計
が
1
0
0
人
以
上
の
も
の
）」記

載
の
も
の
と
し
た
:消
防
白
書
令
和
元
年
版
よ
り
作
成

防
火
管
理
者
制
度
と
防
災
管
理
者
制
度

そ
れ
で
も
、
自
分
で
読
み
替
え
た
条
文
を
作
成

し
な
い
と
、
何
を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
、

と
い
う
意
味
で
は
厄
介
な
条
文
で
あ
る
こ
と
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、一
度
読
み
替
え
て
読
ん
で
み
る
と
、
内

容
が
消
防
法
第
8
条
か
ら
第
8
条
の
2
の
3
ま

で
と
全
く
一
緒
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
の

で
、
防
火
管
理
制
度
を
理
解
し
て
い
る
人
に
は
、

か
えって
わ
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

同
条
第
2
項
か
ら
第
6
項
ま
で
は
、
防
火
管

理
者
制
度
と
防
災
管
理
者
制
度
を
調
整
す
る
規

定
で
す
。

第
2
項
で
は
、
消
防
法
第
8
条
に
基
づ
き
防

火
管
理
者
の
設
置
が
必
要
な
防
火
対
象
物
の
場

合
、
防
災
管
理
者
が
防
火
管
理
者
を
兼
ね
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
第
3
項
で
は
、
消
防
法

第
8
条
の
2
に
基
づ
く
統
括
防
火
管
理
者
も
同

様
に
統
括
防
災
管
理
者
が
兼
ね
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
、
防
火
管
理
者
制
度
と
防
災
管
理

者
制
度
は
別
の
制
度
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
密
接

不
可
分
な
関
係
を
持
っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い
ま
す
。

消
防
法
第
36
条
第
2
項
～
第
7
項

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
平
成
19

（
2
0
0
7
）年
に
創
設
さ
れ
た
の
が
、
火
災
以

外
の
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
防
災
管
理
者
制

度
で
す
。
防
災
管
理
者
制
度
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ま

ず
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

防
災
管
理
者
制
度
は
、
消
防
法
第
8
章
雑
則

に
あ
る
第
36
条
準
用
規
定
を
拡
充
し
、
第
1
項

で
、
消
防
法
第
8
条
か
ら
第
8
条
の
2
の
3
ま

で
の
規
定
に
つ
い
て
、「
防
火
管
理
者
」等
を「
防

災
管
理
者
」等
と
読
み
替
え
て
準
用
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
防
火
管
理
者
制
度
と
相
似

形
の
防
災
管
理
者
制
度
を
別
途
作
る
と
い
う
、

非
常
に
読
み
に
く
く
、
わ
か
り
に
く
い
制
度
に

なって
い
ま
す
。

平
成
24（
2
0
1
2
）年
に
消
防
法
第
8
条
の

2
が
改
正
さ
れ「
統
括
防
火
管
理
者
」制
度
が
で

き
た
時
に
、
こ
の
第
36
条
第
1
項
も
関
係
部
分

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
、
読
み
替

え
る
字
句
が
表
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
、
よ
う
や
く
少
し
読
み
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

防
災
管
理
者
制
度

　（
消
防
法
第
36
条
第
1
項
）

人
事
と
は
言
え
な
く
なって
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
消
防
に
関
係
す
る
出
来
事
と
し

て
は
、
平
成
7（
1
9
9
5
）年
の
阪
神
・
淡
路

大
震
災
を
契
機
に
緊
急
消
防
援
助
隊
が
発
足

し
、
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
を
契
機
に
平
成

15（
2
0
0
3
）年
に
事
態
対
処
法（
武
力
攻
撃

事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国

の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の

確
保
に
関
す
る
法
律
）が
成
立
す
る
と
、
同
時

に
消
防
組
織
法
が
改
正
さ
れ
て
緊
急
消
防
援
助

隊
が
法
制
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
事
態
対
処

法
と
並
行
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
国
民
保
護
法

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た

め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
）
が
平
成
16

（
2
0
0
4
）年
に
成
立
す
る
と
、
消
防
庁
や
消

防
機
関
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
が
発
生
し
た
場

合
に
、
国
民
の
避
難
な
ど
に
大
き
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
先
に
述
べ
た
地
震
災

害
の
頻
発
と
と
も
に
、
平
成
17（
2
0
0
5
）年

に「
国
民
保
護
・
防
災
部
」が
設
置
さ
れ
る
大
き

な
要
因
と
な
り
ま
し
た
。
な
ん
と
私
は
、
そ
の

初
代「
国
民
保
護
・
防
災
部
長
」に
任
命
さ
れ
、

北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
な
ど
に
対
応
す
る
こ

と
に
なって
し
ま
っ
た
の
で
す
。
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